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・みやぎ電子申請システムを利用した調理師・栄養士免許事務の流れを説明します。

・本システムは、利用者が申請時には決済が行われずに、申請後に申請内容について審査が終了した後、支

払案内メールから決済する方式となります。

・必要書類はシステムに電子添付しますが、支払いが完了した後、原本を健康推進課あて郵送にて提出いた

だきます。

申請内容を入力

県審査前に金額の確認

確認画面で内容を確認し、送信

仮申請完了メールの受信・パスワード取得

申請内容の確認と審査

（必要があれば）修正依頼・利用者側で修正

支払案内を送信

お支払い内容確定メールの受信

指定URLをクリックし、パスワードを入れて決済へ

健康推進課あて添付資料原本を郵送

申請内容を確認し、お支払いに進む

支払金額を確認し、支払方法を選択、入力

決済情報確認画面画面で内容を確認し、送信

決済完了

お支払い手続き完了メール受信

02 利用の流れ

仮申請

本申請

健康推進課で

審査


